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地方自治特論 B 

（市民自治論）  

2017 年度秋学期 

第 12 回（資料） 

2018．1．11（木） 

第３時限（13：00～14：30） 

於 3 号館 811 室 

 

片木 淳 

katagi◎waseda.jp（◎は@） 

 

小生の講義も、余すところあと２回になりました。 

最終日（１月 25 日）24 時までに、A4 で 5 枚以内のレポートを片木宛、メールで提出

してください（第１回講義資料又は下記ホームページ参照）。 

http://www.f.waseda.jp/katagi/jititokuronB.html 

次回までに、 

（討論資料） 

高校生向け副教材『私たちが拓く日本の未来』（実践編、抜粋） 

（最後に掲載）を読んで研究しておくこと。 

http://www.f.waseda.jp/katagi/jititokuronB.html
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１「定住外国人の地方参政権」問題の経緯 

 

1991年    1月 10日 在日韓国人の法的地位・待遇改善問題に関する覚書 

地方自治体選挙権について大韓民国政府より要望 

1993年    9月 9日 岸和田市議会（大阪府）「定住外国人に対する地方選挙への参政権   

など人権保障の確立に関する要望」決議 

1995 年  2 月 28日  最高裁判決、傍論で憲法上容認、「立法政策にかかわる事柄」  

1998 年 10 月 16日  民主党と平和・改革、共同で「定住外国人に対する地方公共団体の

議会及び長の選挙権の付与に関する法律（案）」を衆院に提出 

1998 年 12 月  8 日 日本共産党、「永住外国人に対する地方公共団体の議員及び長の選

挙権及び被選挙権に関する法律（案）」を衆院に提出 

1999 年   1月 14日 自民・自由連立政権発足 

      10 月 5 日 自民・自由・公明連立政権発足（前日、永住外国人地方選挙権附

与について合意） 

2003 年  2月 19日 公明党、永住外国人地方参政権付与法案を衆院に単独で提出、そ

の後の国会で繰り返し、今日に至る. 

2005 年  6月 30日 韓国、永住外国人に地方選挙権を付与する法案可決、成立。 

2006 年  5月 31日 韓国、統一地方選挙で永住外国人が初投票 

2008 年  2月 21日 小沢代表が李明博・韓国新大統領と会談。在日外国人の地方参政

権「努力」表明 

2009 年   8月 30日 衆議院選挙  

「民主党は結党時の「基本政策」に『定住外国人の地方参政権な

どを早期に実現する』と掲げており、この方針は今後とも引き続

き維持していきます」（「民主党政策集 INDEX2009」「永住外国人

の地方選挙権」） 

2010 年  １月 21日   政府・民主党首脳会議、永住外国人に地方参政権（選挙権）を付

与する法案を政府提出法案（閣法）として通常国会に提出し、成

立を目指す方針を決定。 

同 日    全国都道府県議会議長会「永住外国人への地方参政権付与の法制

議論に対する特別決議」 

4 月 6日  全国知事会議 外国人の地方参政権付与問題について協議 

2012 年  5月 31日   民主党、永住外国人への地方選挙権の付与を国交のある国の「特

別永住者」とする方向で検討に入る（朝日新聞等）。 

2013 年 12 月 16日   総選挙、自民党、選挙公約で外国人地方参政権導入に反対 

2013 年 3月 21日    衆院憲法審査会。自民党、維新の会、みんなの党と共に外国人参

政権を認めないことを表明 
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２ 最高裁判決 （平成７年２月２８日第三小法廷、抜粋） 

 

○ 「 主権が『日本国民』に存するものとする憲法前文及び１条の規定に照らせば、憲法    

の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を

意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障し

た憲法１５条１項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定に

よる権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当で

ある。」 

○ 「 国民主権の原理及びこれに基づく憲法１５条１項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団

体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲

法９３条２項にいう『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民

を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対

して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものというこ

とはできない。                                                           」 

○ 「 このように、憲法９３条２項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体に

おける選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第８章の地方自治に関する

規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な

関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団

体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たも

のと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住

する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められるものにつ

いて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理

に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する

選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解す

るのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立

法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問

題を生ずるものではない。                                                 」 

                                                                                       

（参考） 日本国憲法 

 

     第 15条 1項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利

である。 

 

     第 93条 2項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の

吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 
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３ 外国人登録者数の推移及び在留外国人数 

3.1 国籍・地域別在留外国人数 

 
 

3.2 外国人登録者数の推移及び在留外国人数（グラフ） 

 
【以上、出典：法務省 HP「広報・報道・大臣会見 > プレスリリース > 平成 29 年のプレスリ

リース > 平成 28 年末現在における在留外国人数について（確定値）」（平成 29 年 3 月 17 日）】
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3.3  在留資格等別在留外国人数の推移 

 

 
【以上、出典：法務省 HP「広報・報道・大臣会見 > プレスリリース > 平成 29 年のプレ

スリリース > 平成 28 年末現在における在留外国人数について（確定値）」（平成 29 年 3

月 17 日）】
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3.4 都道府県別在留外国人数の推移 

 
【以上、出典：法務省 HP「広報・報道・大臣会見 > プレスリリース > 平成 29 年のプレスリ

リース > 平成 28 年末現在における在留外国人数について（確定値）」（平成 29 年 3 月 17 日）】 
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3.5  永住者と定住者 

  

 
 

【出典：松戸市 HP 資料】
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3.6  新しい在留管理制度（平成 24年７月９日施行） 

 

「 

Q 新しい在留管理制度はどういう制度なの？ 

 

新しい在留管理制度は，外国人の適正な在留の確保に資するため，法務大臣が，我

が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として，その在留状況を継続

的に把握する制度です。 

この制度の対象者には，氏名等の基本的身分事項や在留資格，在留期間が記載され，

顔写真が貼付された在留カードが交付されます。 

また，この制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようにな

りますので，在留期間の上限をこれまでの３年から最長５年とすることや，出国の日

から１年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再

入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措

置も可能になります。 

なお，新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになり

ます。 

 

Q「新しい在留管理制度」の対象となる人たちは？ 

新しい在留管理制度の対象となるのは，入管法上の在留資格をもって我が国に中長

期間在留する外国人（以下「中長期在留者」といいます。）で，具体的には次の①～

⑥のいずれにもあてはまらない人です。 

① 「３月」以下の在留期間が決定された人 

② 「短期滞在」の在留資格が決定された人 

③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人 

④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 （注１） 

⑤ 特別永住者 

⑥ 在留資格を有しない人 （注２） 

この制度の対象となる中長期在留者は，例えば，日本人と結婚している方や日系人

の方（在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」），企業等にお勤めの方（在留資

格が「技術」や「人文知識・国際業務」など），技能実習生，留学生や永住者の方で

あり，観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。 

 

（注１）（注２）  省略                         」 

 

【出典：法務省入国管理局 HP「新しい在留管理制度がスタート！」】 
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４ 諸外国の状況 

                 

【EU 諸国】    ○認めている △条件的付与 ×認めていない 

国  名 

国政レベル 地方レベル 

備  考 
選挙権 

被選挙

権 
選挙権 

被選挙

権 

スウェーデン × × 〇 〇 ３年以上の合法的在住 

デンマーク × × 〇 〇 ３年以上の合法的在住 

フィンランド × × 〇 〇 ２年以上の居住 

オランダ × × 〇 〇 ５年以上の居住 

スペイン × × △ △ 相互主義の原則に基づく 

ポルトガル × × 〇 △ EU 諸国民のみ 

フランス × × △ △ EU 諸国民のみ 

ドイツ × × △ △ EU 諸国民のみ 

イタリア × × △ △ EU 諸国民のみ 

ギリシャ × × △ △ EU 諸国民のみ 

ベルギー × × △ △ EU 諸国民のみ 

ルクセンブル

ク 
× × △ △ EU 諸国民のみ 

オーストリア × × △ △ 
EU 諸国民のみ(選挙権は６年以上、被

選挙権は１２年以上の居住) 

アイルランド △ × 〇 〇 国政はイギリス国民のみ 

イギリス △ △ △ △ 英連邦国民、アイルランド国民のみ 

   

 

【EU 以外の主な国】 ○認めている △条件的付与 ×認めていない 

国  名 

国政レベル 地方レベル 

備  考 
選挙権 

被選挙

権 
選挙権 

被選挙

権 

ノルウェー × × 〇 〇 ３年以上の合法的在住 
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オーストラリ

ア 
△ △ △ △ 英連邦国民のみ 

ニュージーラ

ンド 
× △ 〇 △ 

選挙権は１年以上の居住、被選挙権は英

連邦国民、アイルランド国民のみ 

カナダ × × △ △ １部の州で英連邦国民のみ 

アイスランド × × △ △ 北欧諸国民を対象に３年以上の定住 

スイス × × △ △ １部の州のみ 

アメリカ × × △ △ かつて州により外国人に参政権を付与 

インド △ △ △ △ 
パキスタンからの移住者に公民権保障

(憲法) 

フィリピン × × × ×  

中国 × × × ×  

北朝鮮 × × × ×  

韓国 × × ○ ×  

日本 × × × ×  

 

（以上の表は、ＨＰ資料、安保克也『外国人の参政権－地方参政権の場合－』 （2001 年，

「法政論叢 第 38巻第 1号」）より作成） 

 ただし、韓国については、平成 17年 6月 30日、永住権を取得してから３年以上滞在す

る外国人に地方選挙権を付与する法案可決、成立（加筆）。 

 

＊自治体国際化協会「大韓民国の 2006 年統一地方選挙」（CLAIR REPORT  No.311） 

「 第 2章 第 1節 選挙制度の改正 

今回選挙権が付与された外国人数は 6,726 人であり、中央選挙管理委員会の事前調査

によると、調査対象 6,438 人のうち、華僑が 94.9%、日本人が 3.5%と大部分を占め、

アメリカ人は 20人、英国人は 10人であった。しかし投票権付与基準が永住権取得の後

3 年居住した者であり、永住権を与える基準も年間所得 6,500 万ウォン以上などの制限

がある。韓国在住の外国人は約 23 万 8,000 人とされており、大多数の外国人は選挙権

を得ることができず選挙権付与の限界を現しているという指摘があった。」 

 

（2010 年 6 月 2 日の韓国統一地方選挙で投票権を持つ外国人は 2006 年に比べ 11,680 人

に倍増。） 
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５ 帰化 

5.1  帰化とは  

 帰化とは、その国の国籍を有しない者（外国人）からの国籍の取得を希望する旨の意思表

示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度。日本では、帰

化の許可は、法務大臣の権限（国籍法第４条）。 

5.2  帰化の条件  

   帰化の一般的な条件には、次のようなものがある（国籍法第５条）。 

  また、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限らない。これ

らは、日本に帰化するための最低限の条件。 

１  住所条件（国籍法第５条第１項第１号） 

  帰化の申請をする時まで、引き続き５年以上日本に住んでいることが必要。なお、住所

は、適法なものでなければならないので、正当な在留資格を有していなければならない。 

２  能力条件（国籍法第５条第１項第２号） 

  年齢が 20 歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していること

が必要。 

３  素行条件（国籍法第５条第１項第３号） 

  素行が善良であることが必要。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納

税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によ

って判断される。 

４  生計条件（国籍法第５条第１項第４号） 

  生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要。この条件は生計を一

つにする親族単位で判断されるので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親

族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすことと

なる。 

５  重国籍防止条件（国籍法第５条第１項第５号） 

  帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪

失することが必要。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失すること

ができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合がある

（国籍法第５条第２項）。 

６  憲法遵守条件（国籍法第５条第１項第６号） 

  日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような

団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されない。 

  なお、日本と特別な関係を有する外国人（日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人

の子、かつて日本人であった者等で、一定の者）については、上記の帰化の条件を一部緩

和（国籍法第６条から第８条まで）。  

         （以上、法務省ホームページ「民事局」、「国籍」による。） 
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６ 川崎市多文化共生社会推進指針 

 

（同市、平成 20年 3月「多文化共生社会推進指針－ 共に生きる地域社会をめざして －」

＜ 改訂版＞より抜粋） 
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７ 最近の動き 

7.1 神奈川新聞記事「住民投票条例が成立／川崎市」（平成 20年６月 19日） 

 

「 全国初の「常設・選挙同日実施型」となる川崎市住民投票条例案が十九日、市議会第

二回定例会の本会議で賛成多数で修正可決した。「常設型」は県内では、逗子市、大和

市に次いで三番目、全国の政令市では広島市に次ぐ二番目の導入。原則同日実施をうた

った常設型は他に例がないという。 

 投票資格は十八歳以上の市民、永住者、特別永住者と日本在留三年以上の外国人。

市民生活に重大な影響を与える事項について住民、市議会、市長の三者のいずれも発

議できる。 

  住民発議の場合は市長の審査を経て有資格者総数の十分の一の署名（約十一万人）

を集めて請求。六十日間の名簿照合、縦覧などを経て、市長が市議会に協議を求め、

市議会の三分の二以上が反対する場合を除いて、直近の選挙に合わせ告示・投票を行

う。投票率など成立要件は設けず、結果については「尊重する」としている。 

  修正は付則部分に「施行後適当な時期に法制度の動向、住民投票の実施状況などを

勘案し必要な措置を講ずる」の条項を追加したもので「将来の修正」の余地を残した。 

  阿部市長は「施行は早ければ年明け、遅くとも新年度初め」とした上で、「間接民

主主義を直接民主主義で補完させる画期的な条例。上手に活用していただき、今後も

住民参加で修正も検討してもらえれば」と話した。              」 

【出典：平成 20年 6月 19日付け神奈川新聞記事】 

 

7.2  永住外国人への地方参政権付与の法制化議論に対する特別決議（全国都道府県議会

議長会、平成 22年１月 21日） 

「 今通常国会において、永住外国人への地方参政権の付与について法制化を図るという

動きがみられている。 

永住外国人への地方参政権の付与は、民主主義の根幹に係る問題であるとともに、取

り分け地方自治のあり方に重大な影響を及ぼす問題である。 

このため、永住外国人への地方参政権の付与については、国会において拙速に法案提

出や審議されるべき案件ではなく、当然のこととして、地方の意見が重視されるべきも

のである。 

よって、今後、永住外国人への地方参政権の付与について具体的な議論を始める場合

には、国民の幅広い議論を喚起しつつ、地方の意見を十分に聞くよう強く求める。 

以上、決議する。 

平成 22年１月 21日 

全国都道府県議会議長会   」 

           【出典：全国都道府県議会議長会 HP】 
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８ 各党のマニフェスト・選挙公約等 

 

8.1  自由民主党 

 

３５３ 国のかたちを壊す「外国人地方参政権」導入に反対 

永住外国人への地方参政権の付与は、国民主権・民主主義の根幹に関わる重大な問題

です。憲法上、地方選挙を含めて選挙権が保障されているのは「日本国民」であることか

ら、最高裁判所判例でも永住外国人に対して地方選挙の選挙権を付与する法案は憲法違反

であるとされています。わが党は外国人地方参政権導入に反対します。 

【出典：自由民主党 HP「政策 > 政策パンフレット」「J-ファイル 2013 総合政策集

PDF ファイル」。下線は片木】 

 

8.2  民主党 

 

選挙制度 

国民の声をよりよく政治に反映するため、一票の格差の是正を徹底するとともに、選

挙制度を不断に見直す。政治に参加する機会を拡大するため、選挙権･被選挙権年齢の

引き下げ、在外投票制度、定住外国人の地方参政権などを早期に実現する。 

【出典：民主党 HP「民主党基本情報 > 1998 年基本政策」。下線は片木】 

 

8.3  公明党 

 

永住外国人の地方選挙権 

永住外国人への地方選挙権の付与を実現します。 

【出典：公明党 HP「Manifesto2013 | 参院選重点政策」「公明党政策集 Policy 2013」。

下線は片木】 

 

8.4  日本共産党 

 

永住外国人（特別永住資格を含む）に地方参政権を保障する立法の実現に全力をつ

くします。地方自治体の運営は、本来、すべての住民の参加によってすすめるのが憲

法の保障する地方自治の根本精神です。永住外国人を地方自治の担い手としてむかえ、

日本国民と等しく参加する政治を実現することは、わが国の民主主義の成熟と発展に

つながります。  

【出典：日本共産党 HP「2013 年参院選挙政策 」「各分野政策」。下線は片木。なお、「2017

年総選挙政策」を参照。】 
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（次回討論資料） 

高校生向け副教材『私たちが拓く日本の未来』（実践編、抜粋） 
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            （以下、省略） 

 

【出典：総務省ＨＰ「 選挙・政治資金 > 選挙 > ニュース一覧＜投票制度・選挙制度・

啓発その他＞ > 選挙権年齢の引下げについて > 高校生向け副教材「私たちが拓く日本

の未来」について」（平成 27年 9月）】 


